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紀の川市商工労働課の企画「紀の川飯」と紀の川市職員労働組合がタッグを組み、市内の飲食店を

応援する「ＣｈｅｅｒＵｐ紀の川飯！」事業を行います！ 

商工労働課では、独自のサイト「紀の川飯」を立ち上げ、新型コロナウイルスの影響により多大な影

響を受けた紀の川市内の飲食店の応援をしています。そしてこの度、「みんなでふるさとの味を守り、応

援しよう」と職員労働組合も賛同。約３４０人の組合員を対象に、市内の飲食店で飲食・テイクアウトした

代金の一部を組合費から助成する事業を実施します。さらに、組合員が飲食店の情報収集やＳＮＳへ

の投稿を行うことで、広く飲食店を応援します。 

 

 

 

 

 

 

美味しく食べて紀の川市のお店を応援！ 
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CheerUP！ 紀の川飯 

 

 

 

 

 

◯◯◯ 

 

◯◯◯ 

◯◯◯ 

 

～市内の飲食店で飲食・テイクアウトした代金の一部を組合費から助成～ 

【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 紀の川市職員労働組合 担当：書記長 辻本  

TEL：0736-77-3003 FAX：0736-77-3003 E-MAIL：tujimoto-003@city.kinokawa.lg.jp  

和歌山県 紀の川市役所 農林商工部 商工労働課 担当：紙谷 

TEL：0736-77-3512 FAX：0736-77-4910 E-MAIL：kamiya-001@city.kinokawa.lg.jp 

【ＣｈｅｅｒＵＰ！紀の川飯 開催概要】 

■対象期間：令和 2年 7月 10 日～令和 2年 8月 24 日までの期間の飲食 

■対象   ：紀の川市内の飲食店を利用した組合員（３４３人）  

■助成範囲：紀の川飯に登録のある市内店舗又は市内の飲食店でのテイクアウト・飲食 

        ※宅配のお弁当やスーパーは除く 

■助成金額：１人１店舗あたり 500 円以上の利用で 500円 

上限 1,000円（2店舗分）   ※１店舗につき１回のみ 





新型コロナウイルスの影響による自粛規制解除により、お出かけや外食をする機会が増えてきました。 

多大な影響を受けた飲食店を応援し、ふるさとの味を守るため、職員労働組合と紀の川飯のコラボ事業

を実施します！市内のお店で飲食した代金の一部を助成しますのでみなさん是非ご活用ください！ 

紀の川飯×紀の川市職員労働組合 

 対象期間 ： 令和2年7月10日～令和2年8月24日までの期間の飲食が対象。 

 対   象 ： 紀の川市内の飲食店を利用した、組合員 

 助成範囲 ： 紀の川飯に登録のある市内店舗又は市内の飲食店でのテイクアウト・飲食 

            ※宅配のお弁当やスーパーは除く 

 助成金額 ： 1人1店舗あたり500円以上の利用で500円 

        上限1,000円（2店舗分）   ※1店舗につき1回のみ 

 申請方法 ： 申請書に、飲食した領収書を貼付。（申請受付は8月28日まで） 
       ※領収書が難しい場合は、食事した日時、場所（店名）飲食したメニューの金額など、 

           確認が取れる写真や記録を提出してください。（インスタ/ＳＮＳ投稿でもＯＫ）      
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